
5 4
広報いまかね 2025年８月号 広報いまかね 2025年８月号

行 政 情 報

今
月
の
特
集

行
政
情
報

各
種
情
報

ま
ち
の
話
題

情
報
か
わ
ら
版

ま
ち
の
行
事
予
定

学
び
の
道
標
べ

【問合せ】税務住民課　課税収納グループ　☎ 82-0111

軽自動車・バイク等の届け出について

　譲渡・廃車などの手続きを檜山・渡島管内以
外の市町村にあるカーディーラーや関係団体等
で行ったときは、税止め（税申告）が必要です。
125CCを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車
の登録内容の変更等について、市町村では申告
に基づき把握しています。そのため、譲渡や抹
消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の
市町村への申告がない場合は、変更等について
把握できないため、翌年度以降も課税が続いて
しまいます。この時の旧登録地への申告が【税
止め】と呼ばれています。
　特に二輪車は税止めされていない場合が多
く、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思
わぬトラブルの原因となりますので、必ず手続
きをお願いします。
　なお、廃車・名義変更等の手続き場所が檜

山・渡島管内の市町村にあるカーディーラーや
関係団体等の場合には、税止めは不要です。
　また、各関係団体に税止め申告の代行（有料）
を依頼した場合も手続きは不要です。
　今金町ナンバーのバイク（125CC以下）や農
耕用小型特殊自動車等を取得・廃車・名義変更
をする場合は、税務住民課で手続きが必要です。
※税止めの手続きとは、廃車・名義変更等の申
告書の写しを税務住民課へ提出することです。
ご不明な点は、下記までお問い合わせ願います。

【問合せ】税務住民課　課税収納グループ　☎ 82-0111

家屋の取り壊しによる届け出について

　令和７年中に取り壊した家屋がある場合は、年内に
『家屋滅失届』を税務住民課へ提出してください。届
け出がない場合は、令和８年度の固定資産税が課税に
なりますのでご注意ください。
　なお、函館地方法務局八雲支局に滅失登記を済ませ
た方は、届け出が不要です。（固定資産税はその年の
１月１日時点の土地や家屋、償却資産の所有者に課税
されます。）
　また、家屋等を新築や、増築した場合にも、税務住
民課へ届け出が必要です。

今金町自治会町内会連合会（会長：天井幸雄氏 )が表彰されました

【問合せ】くらし安心課　防災・住民生活グループ　☎ 82-0111

　７月15日、令和７年度せたな地区防犯協会総会がせ
たな町役場を会場に開催され、冒頭に今金町自治会町
内会連合会(会長：天井幸雄氏)への表彰状が、会長で
あるせたな町の高橋町長から授与されました。
　この表彰は北海道警察本部長と北海道防犯協会連合
会長から贈られたもので、組織をあげての積極的な地
域安全運動を推進し、犯罪のない安全で安心な地域づ
くりに貢献した功労によるものです。

▲左から高橋せたな町長、天井会長
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檜山振興局
ホームページ

檜山振興局
Instagram

新発見。再発見。ふるさとの魅力。

～檜山に帰省したみなさまへ～

檜山振興局地域創生部地域政策課

0139-52-6481

のんびり、やさしい、
豊かな景観

生まれ育った故郷への応援
生産者の想い・こだわり

地域活性化に向けた取組
地域の魅力の掘り起こし

檜山の暮らしに関する情報
檜山にしぜんと暮らす

移 住特 産
(ふるさと納税)

町おこし観 光

詳しくは檜山振興局のホームページとInstagramから

「飲酒運転根絶の日」檜山地区決起大会

【問合せ】くらし安心課　防災・住民生活グループ　☎ 82-0111

　７月11日に今金町民センターにて、令和７年「飲酒
運転根絶の日」檜山地区決起大会（主催：檜山地区交
通安全推進協議会、北海道檜山振興局・北海道警察函
館方面本部）が開催されました。この大会は、７月13
日の「飲酒運転根絶の日」に合わせて、道民が一体と
なって飲酒運転を根絶するための取り組みの一環とし
て毎年行われており、参加者を代表して農協青年部副
部長の須田佑太氏が飲酒運転根絶道民宣言を行ないま
した。
　決起大会終了後には、飲酒運転を疑似体験できる交
通安全教育車体験会が実施されました。

令和７年度今金町交通安全青空集会

【問合せ】くらし安心課　防災・住民生活グループ　☎ 82-0111

　７月14日、今金町民センターにて令和７年度今金町
交通安全青空集会（主催：今金町交通安全運動推進委
員会）が開催され約120名が参加しました。
　来賓のせたな警察署宮下署長からは「毎年７月13日が

『飲酒運転根絶の日』に制定されたが、未だに飲酒運転
は無くならない。飲酒運転をしない、させない、許さな
い、そして見逃さないようにしましょう。」という言葉
がありました。また、今金建設協会、今金道路維持協同
組合、道南ロードメンテナンス協同組合の３団体から主
催者に対し、計400枚の交通安全旗の寄贈がありました。
　集会終了後には、町民センター前の国道において参
加者による旗波作戦街頭啓発が行われ、交通安全を呼
びかけました。


